
令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名    教育総務課   
  

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
 
教育委員会事務局 
（教育総務課） 
 

 

（１）滋賀の教育大綱（第３期滋賀県教育振興基本計画）

［全国学力・学習状況調査の数値目標］（意見）  

 
文部科学省が行う全国学力・学習状況調査の平均

正答率に関しては基本構想実施計画の数値目標に
位置付けられているが、数値目標に基づく施策を各
市町教育委員会と共有し、連携を密にし、学校現場
の状況把握をより強化されたい。 

 

 

基本構想実施計画の目標に掲げる全国学力・学習状況等調査の平均正答率に関しては、

市町担当者を参集して調査結果の分析や指導改善のあり方についての協議や、県教育委

員会の指導主事が小中学校を訪問指導するなど、緊密な連携を図っていく。 

今後も各市町教育委員会との連携の充実を図りながら、学校現場の状況把握に努めて

まいる。 

 

  

（２）滋賀の教育大綱（第３期滋賀県教育振興基本計画）

［目標と実績が乖離した理由の記載］（意見） 
 

教育大綱(第３期滋賀県教育振興基本計画)の目
標項目「教員が授業中にICTを活用して指導する能
力について、肯定的な回答をした公立学校教員の割
合」について、「令和３年度「滋賀県教育委員会事
務の点検・評価」および「第３期滋賀県教育振興基
本計画の進行管理」に関する報告書(令和２年度実
績)」において、令和元年度に文部科学省の調査項
目が見直されたため、令和元年度以降の数値が低下
し目標値からも乖離したとの記載はなかった。 

振り返りの際は適切な記載を行うことが必要
であり、場合によっては目標値の変更も考えら
れる。目標値を据え置く場合であっても、今後の
目標管理の際には改善することが望まれる。 

 

 

今後、目標に関する調査項目の見直しなどが行われた場合は、見直し等を踏まえた点

検・評価を行うとともに、報告書にも反映してまいる。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名    教育総務課   
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
教育委員会事務局 
（教育総務課） 

 

（３）滋賀の教育大綱（第３期滋賀県教育振興基本計画）

［調査未実施の理由］（意見） 

 
「令和３年度「滋賀県教育委員会事務の点検・評

価」および「第３期滋賀県教育振興基本計画の進行
管理」に関する報告書（令和２年度実績）」の中で、 
・「自分にはよいところがあると思いますか」に肯
定的に回答した児童生徒の割合 

・家の人との学校の出来事に関する会話の状況
（「している」の割合） 

・学校の授業時間以外に、普段(月曜日から金曜
日)、１日当たり10分以上読書している者の割合 
の３つの目標は、令和２年度において全国学力・

学習状況調査が新型コロナウイルスの影響で中止
され、また、休校等により混乱した学校現場を収束
させることを優先した結果、独自アンケート等の代
替手続も行わなかったため、調査未実施として実績
が集計されていなかった。 
しかし、報告書において上記のような学校現場を

優先した旨の理由は記載されていなかった。 
代替手続をしなかった理由については総括等に

記載を行うことで、調査未実施の理由について読み
手に適切な理解を促すことが望まれる。 

 

 

「令和３年度「滋賀県教育委員会事務の点検・評価」および「第３期滋賀県教育振興

基本計画の進行管理」に関する報告書（令和２年度実績）」においては、新型コロナウ

イルス感染症の影響で令和２年度において全国学力・学習状況調査が中止された旨は記

載していたが、代替調査等を実施しなかった理由については記載できていなかった。 

今後、同様の事態が生じた場合は、数値実績が把握できなかった理由についての詳細

の説明を報告書に記載し、県民の理解促進を図ってまいる。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名    教育総務課   
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
教育委員会事務局 
（教育総務課） 

 

（４）滋賀の教育大綱（第３期滋賀県教育振興基本計画）

［特別支援学校に関する数値目標の分解］（意見）

  

滋賀の教育大綱（第３期滋賀県教育振興基本計
画）の数値目標⑫として掲げる「特別支援学校高
等部卒業生の就職率」については、 
・就職希望率（＝就職希望者÷卒業者数） 
・就職実現率（＝就職者÷就職希望者） 
の２つの要素に分解できるが、「令和３年度「滋
賀県教育委員会事務の点検・評価」および「第３
期滋賀県教育振興基本計画の進行管理」に関す
る報告書（令和２年度実績）」において、就職実
現率については言及されているものの、就職希
望率については言及がなかった。 

振り返りにおいては就職率を構成する要素ご
とに分析し、対応策を検討されたい。 

 

 

今後は数値目標に対する実績について、構成する要素を加味しながら、点検・評価を

行うとともに、報告書にも反映してまいる。 

  

- 3 -



令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名    教育総務課   
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
教育委員会事務局 
（教育総務課） 

 

（５）滋賀の教育大綱（第３期滋賀県教育振興基本計画）

［数値目標に対する実績の集計範囲］（意見）  

滋賀の教育大綱（第３期滋賀県教育振興基本計
画）の数値目標②(「家庭での学習や授業をとおし
て、問題や課題に取り組む時に、単に答えだけで
なく、答えに至る過程や根拠まで説明できるよう
にしていますか。」の質問に肯定的な回答をした
生徒の割合)に対する数値実績の把握方法につい
て、「学びの変革」発展プロジェクトのモデル校
となった17校の生徒のみからアンケートを取るの
では十分ではないと考えられる。アンケート対象
をすべての学校に拡大するか、必要最低限のサン
プル件数だけを集計するか、またはすべての学校
からのアンケート集計結果ではないことを明記す
る必要があると考えられる。 

 

 

今後、点検・評価において、数値実績を示す際は、把握方法に関する必要な情報を明

記してまいる。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名    教育総務課   
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
教育委員会事務局 
（教育総務課） 
 

（６）情報教育推進事業[調達方法の検討]について
（意見）  

GIGAスクール構想に基づき大量の端末の調達が
行われているが、端末の調達の方針について、今
後に向け、今回の検討過程について記録を残した
上で、単に補助金の活用ができるものは購入、そ
れ以外は支出平準化のためリースという判断基準
で終わることなく、様々な観点を持って調達方法
の検討を図っていただきたい。 

  

  

端末の調達方針の検討過程の記録を残すとともに、より一層、経済的合理性を考慮し

た調達に努めていく。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名    教育総務課   
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
 
教育委員会事務局 
（教育総務課） 
 

（７)情報教育推進事業[ICT施策を組織的、計画的に
進める必要性]について（指摘事項）  

ICT施策を推進していくため、ハード面での整備
を進めている一方、県の教育に関してどのように
ICTを活用していくかのソフト面での計画はなく、
各所管課が大まかな役割分担に沿い業務執行され
ている。また、組織体制として教育ICT化推進室が
設置されているが、現在はハード面の対応に忙殺
され、全体を俯瞰して施策を進められる状況にな
く、そういった権限も与えられていないのが現状
である。 

また、図書に関するICT施策として、県立図書館
における古文書等のデジタルアーカイブでの公開
のほか、利用者サービスの向上を予定しているが、
読書活動を推進するための施策としては不十分で
ある。近年は例えば電子書籍が多く利用されてお
り、図書に関して何らかのICTを利用した施策の検
討をさらに進める必要がある。 
限りある予算の有効配分、効率的・効果的な施策

の立案、実行を行うため、今後、教育委員会として
のICT活用に関する全体計画を策定したうえで、学
校教育関係のICT活用に関する政策全体を俯瞰的に
統括する部署を設立するなど、組織的、計画的に事
業を推進していくことが必要である。 

 

学校教育の情報化を総合的かつ計画的に推進するため、「滋賀県学校教育情報化推進

計画」を策定するとともに、教育委員会として一体的に施策を推進するため、高校教育

課、幼小中教育課、特別支援教育課、総合教育センターに教育ICT化推進室との兼務職員

を配置し、定期的に会議を開催するなど、事務局内の連携体制を強化した。 

県立図書館では、令和５年１月のシステム更新によって、電子化された県刊行物等を

図書館サイトで検索・閲覧することが可能となるほか、マイナンバーカードやスマート

フォンを使った図書の貸出を始めるなど、ICTの活用による利便性の向上を図った。 

また、読書活動の啓発として、中高生による読書交流会を、ICTを活用してオンライン

で実施した。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名    教育総務課   
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
 
教育委員会事務局 
（教育総務課） 
 

（８）情報教育推進事業[ICT機器の棚卸記録]につい
て（意見）  

GIGAスクール構想に基づいて調達した多量のIC
T機器の物品管理として、ICT支援員により、月次
で棚卸と併せて動作確認を行っているが、棚卸記
録が保存されておらず、異常があった場合のみ連
絡されることとなっているため、記録を残し報告
する仕組みとすることを検討されたい。 

 

 

 

ICT機器の管理については、機器管理一覧表を作成し、定期的に機器管理一覧表の棚卸

記録を学校から教育総務課へ報告させ、教育総務課が学校を訪問して機器の状況を確認

することにより、物品管理の精度向上を図っていく。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名    教育総務課   
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
 
教育委員会事務局 
（教育総務課） 
 

（９）情報教育推進事業[ＩＣＴ機器の管理方法]につ
いて（意見）  

ICT機器は個別に識別して管理する必要性が高
いため、エクセルでの管理がなされているが、今
後ICTへの対応はより重要になっていくため、現状
のバックアップ措置に加え、変更履歴の明確化や
マニュアルを残すなど、管理を強化しておくこと
が望ましい。 

 

ICT機器の管理については、安全性に配慮しつつ、利便性等を踏まえ、エクセルにより

管理しているが、管理体制の強化として「県立学校ＩＣＴ機器等運用マニュアル」を作

成した。加えて、履歴を記録することにより、管理強化している。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名    教育総務課   
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
 
教育委員会事務局 
（教育総務課） 
 

 
（10）高等学校奨学資金貸付事業［滞納債権の回収

について］（指摘事項）  

滞納された奨学資金貸付金の回収にあたり、現
在、電話催告、文書催告、財政課債権回収特別対
策室との共同管理などによる対応を行い、債権回
収に努めている。しかし令和２年度現在で、滞納
額は年々増加傾向にあり、改善の傾向がみられて
いない。催告件数に関して、令和２年度で、返還
義務者数が 3,131人のうち、滞納者数 980人であ
る。一方で同年度に実施した文書催告は 2,295回
であるところ、電話催告は 671回となっており、
特に電話催告の回数に関しては滞納者１人に対し
て年間１回未満であり、民間の水準と比べると 頻
度は低い。また、一番回収の実効性が高いと考え
られる共同管理による引き継ぎ 件数は令和２年
度においてはわずか３件である。一定の対応は行
っているものの、滞納率は依然高い水準で推移し
ており、電話催告、文書催告の頻度を増やす、共
同管理に引き継ぐ基準を引き下げる、連帯保証人
の資格を見直す、場合によっては外部の債権回収
会社を利用するなど、滞納率を低減するためのあ
らゆる努力が必要である。 

 

滞納された奨学資金貸付金の債権回収にあたり、令和４年度においては、電話催告と

文書催告において、滞納率の低減に向けた取組の増加に努めた。特に、文書催告におい

ては、長期間納付のない者に対しては、簡易書留による一括請求を行うなど、より確実

な催告となるよう工夫し、債務者からの分納相談につながるケースもあった。さらに、

令和４年度より訪問催告を実施し、債務者の所在や生活状況の確認を行い、今後の催告

への足掛かりとした。また、39件について共同管理を開始した。 

収納方法については、会計管理局による財務会計システムの改修と併せ、コンビニ収

納等に対応すべく、令和５年度に奨学資金システムの改修を予定している。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                    所属名     教育総務課    
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
教育委員会事務局 
（教育総務課） 

 

（11）高等学校奨学資金貸付事業［債権放棄の検討

について］（意見）  

滞納債権の中には、連絡先が不明な債権も含ま
れているとのことである。一般的に回収可能性が
低い債権は、人件費、委託費等の回収コストが債
権金額よりも多額となる傾向にある。可能な限り
の回収を試みても、なお回収ができないと考えら
れる債権については、一定の基準を設けて債権放
棄を行うことについても検討されたい。 

 

債権は、県民の共有財産であり、保全・回収を図っていくことが重要であるため、こ

れまでから、その放棄については慎重に対応してきたところであり、過去に、貸与者お

よび連帯保証人双方が破産事件により免責決定を受けた場合に実施した10件の事例があ

るのみである。 

奨学資金は私債権であり、民法の規定により10年（令和２年４月１日以降の契約につ

いては５年）の時効期間の経過と債務者による時効の援用により消滅する。債務者から

時効の援用がされなければ、債権は自然に消滅しないため、まずは、文書催告、電話催

告、訪問催告（令和４年度より新たに実施）、財政課債権回収特別対策室との共同管理

などにより可能な限りの保全・回収を図っていく。 

  

（12）高等学校奨学資金貸付事業［奨学金収納率向

上のための債権回収方法の多様化］（意見）  
奨学金の返済方法は、納入通知書を金融機関に

持参する方法と、口座振替の２種類しかなく、債
務者から実際に返済が不便である旨の苦情も来て
おり、返済をしない口実を与えてしまっていると
のことである。県民の利便性、徴収率の向上など
の観点から、さまざまな収納方法の導入について、
検討することが必要である。 

 

奨学資金の貸与および返還金の収納事務については、奨学金システムを使用しており、

今後コンビニ収納等に対応するため、令和５年度に必要な改修を実施する予定。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名     教育総務課   
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
教育委員会事務局 
（教育総務課） 

 

（13）高等学校奨学資金貸付事業［連帯保証人の制

限］（意見） 

連帯保証人の資格は滋賀県奨学資金貸与条例施
行規則第３条第２項において「連帯保証人は、申
請者の保護者(親権を行う者または未成年後見人
をいう。以下同じ。)でなければならない。」 と
されている。債務者の返済が滞った際には実質的
に連帯保証人である保護者にも資力がない状態で
ある可能性が高く、実質的に 連帯保証人の意味が
ないとも考えられる。条例制定当時から、一定資
力がある別生計の連帯保証人を要件とした場合、
連帯保証人を確保できない生徒が発生する恐れが
生じるとしているが、保護者の他に資力をもつ者
を連帯保証人とする機会を拒む必要性はない。連
帯保証人が実質的に機能しているのかどうかも含
めて、連帯保証人を保護者に制限することの合理
性について、見直しを検討すべき。 

 

 

従前より、一定の資力がある別生計の連帯保証人を要件とした場合、連帯保証人が確

保できないために貸与を受けられない生徒が発生し、経済的に修学することが困難な高

校生の支援という制度の趣旨が保てないおそれがあるとの考え方に基づき、連帯保証人

を１名とし、申請者の保護者等としているところ。 

しかしながら、資力のない保護者等が連帯保証人となることで、返還金の回収が困難

となり、連帯保証人の機能が果たせていない事例もあることから、他府県の取り扱いに

ついても参考にしながら、滋賀県奨学資金における連帯保証人のあり方について検討し

ていく。 

  

（14）高等学校奨学資金貸付事業［奨学金予算の算

定方法］（意見） 

毎年当初予算に比べて約７割程度しか実績が発
生していない状況であり、現状の５年平均で予算
を算定することに合理性があるのかを見直す必要
がある。予算の有効配分のためにも、万が一予算
が不足する場合は即座に柔軟な取り扱いができる
ようにするなどの予防策を講じた上で、予算を精
緻に見積もることを検討されたい。 

 

 

令和４年度当初予算と比較した実績は約９割となったところであり、令和５年度予算

積算においても、単純に過去５年平均で算定するのではなく、近年の貸与額の減少傾向

を踏まえた算定とするなどの見直しを行った。今後も予算と実績との乖離をできるだけ

解消するよう努めてまいりたい。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名    教職員課     

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
 
教育委員会事務局 
（教職員課） 
 

 
（15）早期退職募集制度［早期退職募集制度のあり

方について］（指摘事項） 

早期退職制度の目的である「組織の年齢構成の
適正化」の趣旨を鑑みると、恒常的に毎期実施す
る施策ではない。事実、多くの民間企業では期間
限定として、最小限の費用となるよう実施されて
いる。 
そもそも、県においては、新規採用教員の競争

率・受験者数が年々低下傾向にあり、人材の確保
が困難になりつつある状況であるにもかかわら
ず、経験豊富な教職員を早期退職させることは人
材確保の面からも大きな矛盾があると言える。 
さらに、現時点の年齢構成を考慮せずに今後も

早期退職募集制度を実施することにより、募集対
象である経験豊富な教員が退職することで、必要
な技術が若年層の教員に引き継がれず、結果とし
て教員の指導力低下につながる恐れも拭い切れな
い。 
令和３年度現在において、少なくとも小学校、

中学校、特別支援学校の年齢構成は制度目的を達
成している。高等学校において、早期退職募集制
度を継続する場合であっても目標となる年齢構成
を設定し、対象職種、募集人員などを限定した上
で、数年に１度程度必要がある場合のみ実施すべ
きである。 
あるべき年齢構成も持たないまま施策を継続す

ることは本制度の目的を考えれば疑問であり、監
査対象である令和２年度の割増金額320,355千円
は経済性の観点より問題があったと言わざるを得
ない。 
県の現状に合致した早期退職募集制度のあり方

について、経済性も十分に考慮し、検討されたい。 
 

 

当外部監査の結果および教職員の確保が困難な現状を踏まえ、早期退職募集制度の休

止について職員団体との交渉を行い、令和５年度以降は当分の間休止することとした。 

なお、令和４年度については、早期退職を希望される教職員への影響を考えて実施し

た。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名    教職員課    
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
 
教育委員会事務局 
（教職員課） 
 

 
（16）働き方改革［時間外労働申告書の記載様式に

ついて］（意見） 

時間外労働申告書様式の時間外在校等時間の主
な業務内容については、「１.授業の準備、教材研
究」「２.部活動指導」「３.校務分掌事務」「４.
補習、採点、評価」「５.会議、打ち合わせ」「６.
生徒指導」「７.その他」の７つの区分から１つし
か選択することができないが、時間外在校等時間
に行う業務が１つに限らない場合も考えられる。
また、主な業務内容が選択されていないまま提出
されているケースが散見された。 
業務内容によって、時間外在校等時間を削減す

る効果的な施策は当然異なると考えられるため、
内訳を適切に入力できる様式に更新することを検
討することが望まれる。また、持ち帰り時間につ
いても、主な業務内容を上述の７つの区分から１
つしか選択できない様式となっているため、内訳
を適切に入力できる様式に更新することが望まれ
る。 
なお、教育委員会事務局は、令和４年度より出

退勤管理システムの導入を予定しているため、上
述の内容も含めたシステムとなるような対応が望
まれる。 

 

 

令和４年４月から統合型校務支援システムを導入し、ICカード（タイムカード）を用

いた在校等時間の把握を開始したことに伴い、学校に報告を求めていた「時間外労働申

告書」は廃止した。 

システム導入に際して、時間外在校等時間の実績がある場合には、これまで同様、主

な業務内容を１つ選択することとしているが、選択がない場合は管理職に提出できない

仕様としている。また、持ち帰り時間については、時間数を入力することとしている。 

時間外に従事した業務内容を詳細に入力させることは、教職員の負担となるとも考え

られ、教職員に対する入力事務負担を抑えるという観点から、まずは、主な業務内容の

確実な入力を徹底することとしている。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名     教職員課    
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
教育委員会事務局 
（教職員課） 

 
（17）働き方改革［校務用端末使用時間の調査の必

要性について］（意見） 
管理職は校務用端末使用時間と各人から提出さ

れた時間外労働申告書の入力時間を照合および補
正する必要があり、採点や部活動など校務用端末
を使用しない場合などは校務用端末使用時間と実
態が大きく乖離してしまうが、照合および補正を
実施していなかった学校が多く見受けられた。 
調査方法について問題がないかを教育委員会

事務局において協議したうえで、引き続き実施す

るか否かを検討すべきである。 
 

 

在校等時間の把握については、令和４年４月から統合型校務支援システムを導入し、

校務用端末使用時間と各人から提出された時間外労働申告書の入力時間を照合する手法

から、ICカード（タイムカード）を用いた手法に改めた。 

  
（18）働き方改革［働き方改革に対する意識について］ 
（意見） 

時間外労働申告書が正しく申告されていない、
管理職による補正が不十分であるなど、正確なも
のであるとは言い難い状況であった。時間外労働
時間を報告することへの教員の意識がこのような
状況では、来年度以降に導入予定である統合型校
務支援システムや出退勤管理システムを導入して
も、教育委員会事務局が想定する通りの数値を把
握できるとは考え難い。 
教育委員会事務局は各種システムの導入時に、

教員に対する入力事務負担を抑えるように設計

することはもちろんのこと、現状の時間外労働時

間を正しく把握することが将来の時間外労働時

間の削減に繋がるという意識を教員間で醸成で

きるような取組みを合わせて実施されたい。 
 

 

令和４年４月から、統合型校務支援システムを導入し、ICカード（タイムカード）を

用いた在校等時間の把握を行っている。在校等時間の把握は、法令上の義務であるだけ

でなく、業務量の管理や働き方改革の基礎となることから、管理職にあっては、所属教

職員に対し、正確な入力を指導するとともに、在校等時間を適切に管理するよう、改め

て周知徹底した。 

引き続き、運用状況を注視しながら、教職員に対し、わかりやすい形で適正な入力を

促すとともに、在校等時間を正しく把握することが働き方改革の基礎となるという意識

が醸成されるよう啓発に努める。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名    教職員課   
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
 
教育委員会事務局 
（教職員課） 
 

 
（19）給与支給事務［適正な事務執行への取組につ

いて］（意見） 

令和元年度に教職員課が実施した給与支給事務
調査において、小中学校は64校対象で85件の指摘
であったのに対し、県立学校は18校対象で161件の
指摘であった。合計指摘件数および１校平均指摘
件数でも小中学校に比べ、県立学校の方が多くの
指摘事項が検出されている。この背景には、県立
学校の事務職員は県庁全体の人事異動対象となっ
ていることや、学校事務の共同実施などが存在せ
ず各県立学校単位で完結していることで、給与等
事務に関する知識・ノウハウが蓄積されにくい状
況がある。 

この点、県は、滋賀県行政経営方針の中で、県
立学校における事務の効率化・適正化に向け、新
たな取組を実施するとしているが、予定スケジ
ュールからは随分と遅延していると思われる。 

現時点の状況を今一度、整理して、目標である
令和４年度（2022年度）から新たな取組を実施で
きるように見直しが望まれる。 

また、事務の効率化・適正化は、同じ現場で働
く教員が実施する業務との関連も非常に重要で
あるため、働き方改革の一環として、現時点では
教員が実施している業務でも事務で集約するこ
とで効率化できる業務について検討すべきであ
る。 

 

 

現時点の状況を今一度整理して、新たな「滋賀県行政経営方針2023－2026」の中で、

県立学校における適正な事務執行に向けた取組を推進することとした。目標を令和８年

度（2026年度）とし、令和５年度から順次、県立学校等にヒアリングを実施し、現状・

課題の分析を行い、適正な事務処理方法の検討を行う。 

また、検討に当たっては、教員が実施している業務でも事務で集約することで効率化

できる業務についても合わせて検討する。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名    教職員課    
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
 
教育委員会事務局 
（教職員課） 
 

 
（20）給与支給事務［給与支給事務調査代替チェッ

クシートの記載内容について］（意見） 

県は、給与支給の適正な執行と給与事務等の円
滑な処理に資することを目的として、県立学校に
対して給与事務調査を例年現地に赴き実施してい
る。令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から、実地調査で使用していたチェック
シートを活用し、各学校にセルフチェックを実施
してもらい、その報告を求めたところ、令和元年
度の実地調査に比べ、指摘件数が大きく減少して
いる。その要因の１つとして、配布したチェック
シートの内容を正確に理解することが難しく、チ
ェック担当者によって解釈の水準が異なったこと
も挙げられる。 

今後も継続してチェックシートを活用した各
学校へのアンケート方式で実施する場合には、
給与等事務の未経験者が配属されることもあり
得る県立学校の事務職員が使用することを前提
とすべきであり、給与支給の適正な執行と給与
事務等の円滑な処理に資するように事務レベル
の向上につながる記載内容に更新することが望
ましい。 

 

 
令和４年度においても、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、実地調査では

なく、チェックシートを活用し、各学校にセルフチェックを実施してもらうこととした。
その際、当外部監査の意見も踏まえ、給与等事務の未経験者でも容易にポイントを押さ
えてチェックできるよう、例えば、 
・それぞれのチェック項目について、「給与事務提要」の該当ページを記載し、参照し
やすくした 

・記載内容について、未経験者でも容易に理解できるよう、文章構成を見直した 
といった具合にチェックシートの記載内容を修正した上で実施した。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名     教職員課    
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
教育委員会事務局 
（教職員課） 

 
（21）人事評価制度［人事評価における評価区分に

ついて］（意見） 
教員の人事評価について、令和元年度の年間評

価結果（教諭級）によると、５段階評価のうちＳ、
Ａ、Ｂの３つの評価の割合合計が99.6％と全体の
大部分を占める結果となっており、Ｃ評価の割合
は0.4％、Ｄ評価は0.0％と極端に少ない状況とな
っている。 

現在の評価基準により５段階の評価をするの

であれば、中位評価を基準としつつ上位評価を

つける教職員と下位評価をつける教職員の数を

同一にするなど教員評価のメリハリをつけると

ともに、教職員給与費の増大を回避することに

も配慮し、教職員評価の運用方法の見直しを行

われたい。 
 

 

人事評価制度は、教職員自らが設定した目標の達成に向けて、「ＰＤＣＡサイクルに

よる職務遂行」に自律的に取り組むことにより、組織の目標や使命の達成、人材育成や

能力開発、職場の活性化などを実現することを目的に行っているものであり、絶対評価

により評価している。 

評価結果を基に相対化し、昇給等へ反映させており、反映にあたっては、「特に優秀」、

「優秀」の割合について上限を設けている。国も地方自治体もほぼ同様の制度設計とな

っている。 

もとより、上述の目的に沿った適切な評価ができるよう評価方法等については、不断

の見直しをしていく必要があると認識しており、管理職向け人事評価に係る研修内容等

の見直しに向けて引き続き研究を進めてまいる。 

 

  
（22）人事評価制度［評価対象の区分について］（意
見） 

従来の評価制度では、年齢が高いほど評価が高
くなるとの課題に対応するため、令和３年度から
各年齢区分で求められる水準を設定し、評価に反
映する方法をとっていることについては、年齢区
分ではなく号給区分で評価に反映した方が実態を
正しく反映するのではないか。本意見も踏まえ継
続して改善に取り組まれることを望む。 

 

 

従来、年齢が高いほど評価が高くなる傾向があったことから、令和３年度から年齢区

分ごとに水準を設定し、評価を反映する方法としている。これにより、令和３年12月お

よび令和４年６月の勤勉手当における反映状況を年齢別に分析したところ、「特に優秀」

または「優秀」の区分決定がされた人の割合が、20代および30代の年齢区分において、

令和元年度および令和２年度に比べ、高まってきている状況が見て取れた。 

今後も継続して、検証をしてまいりたいと考えている。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名     教職員課    
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
教育委員会事務局 
（教職員課） 

 
（23）教職員健康診断等業務委託［競争性の確保］

（指摘事項） 
 

平成26年度以降の一般競争入札に応札したのは
１者のみであり、競争性確保の点からは問題がある。 

発注方法に問題がある可能性もあるため、競争性
を確保し、経費削減につながる発注方法を検討す
べきである。 

 

令和４年度は、定期健康診断、胃検診、雇入れ時健康診断の３つに分割し、それぞれ

の実施時期ごとに入札を行った。 

今後も参入可能業者を広げて競争性を確保し、経費節減につながる入札について検討
する。 

  
（24）教職員健康診断等業務委託［予定価格の決定

方法について］（指摘事項） 
 

前年度の事業者から参考見積を徴取し、契約実
績を勘案して検査項目の単価を定め、予定件数を
乗じて予定価格の設計金額を算定しており、落札
者以外の市場単価の水準が反映されているとは
いえない。 
複数見積の徴取、インターネットなどを活用し

た市場価格の調査を行う必要があり、児童生徒向

けの健康診断を所管する保健体育課とも情報を

共有し、適切な予定価格を決定されたい。 

 

令和４年度は、保健体育課と情報を共有し、参考見積りを複数業者から徴取するよう

に努めた。 

今後も、複数見積りの徴取その他の手法によって市場価格の調査を行い、落札者以外

の市場単価の水準を反映した適切な予定価格を決定する。 

  
（25）教職員健康診断等業務委託［保健体育課との
共同による事業実施］（意見） 

 
県立高校等の教職員の健康診断については教

職員課で、児童生徒については保健体育課で実施

されている。受託者からすると業務効率を向上で

きる可能性があるため、合わせて発注することに

ついて、メリット、デメリットを整理して検討されたい。 

 

学校の実情等を調査することなどによりメリット、デメリットを整理し、実施の可能

性について検討する。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                    所属名     高校教育課    
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
教育委員会事務局 
（高校教育課） 
 

 

（26）学校評価事業［学校評価の方法］【意見】  

  

学校評価における各学校での参考とすべき創意

工夫や情報を共有し、評価の実効性を高めるとと

もに、評価の実態が把握しやすい公表に向けての

取組が望まれる。 

また、集計においては、将来的にＩＣＴの活用

も検討されたい。 

 

 

令和３年度は、県立学校校務運営等協議会（令和4年1月13日開催 教頭・副校長出席）

において、より一層実効性のある評価となるよう、重点目標等の見直しを行うとともに、

評価や公表の方法等についても検討を行うよう指示した。 

令和４年度は、県立学校経営等協議会（令和4年4月14日開催 校長出席）および県立

学校校務運営等協議会（令和4年4月21日開催 教頭・副校長出席）において、「重点目

標や重点項目」、「評価や公表の方法」、「アンケートの質問内容」について継続的に

見直しを進めるよう指示するとともに、ホームページ等での公表の際には、学校評価の

結果とともにアンケート結果や課題解決の検討状況および改善方策等についても掲載

し、学校の実態がわかりやすい公表となるよう指示している。 

また、アンケートの実施においては、ＩＣＴの活用を検討するよう指示した。 

令和５年度は、県立学校経営等協議会（令和5年4月11日開催 校長出席）および県立

学校校務運営等協議会（令和5年4月18日開催 教頭・副校長出席）において、学校評価

の評価結果を踏まえた効果的な事例を紹介し、ＰＤＣＡサイクルを有効に機能させるこ

とについて指示している。 

今後も、ホームページに掲載された学校評価が学校の実態をわかりやすく示した内容

となるよう指導するとともに、実効性を高めるため、各学校での参考とすべき創意工夫

や情報の共有を図っていく。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                  所属名     幼小中教育課    
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
教育委員会事務局 
（幼小中教育課） 
 

 
（27）うみのこ事業［うみのこの長期的な観点に立っ

た維持管理］（意見）  
  

学習船「うみのこ」運航管理業務委託契約の予
算は、船舶の長寿命化や、船のライフサイクルマ
ネジメントの観点からの長期計画に基づく予算と
なっていないとのことであった。 
うみのこ学習は滋賀独自の体験学習として、県

民の関心及び評価も高く、引き続き継続していく
べき学習として認知されている。そのため、うみ
のこの修繕維持は、コストマネジメントにも十分
に配慮した長期的な修繕計画のもとに行う必要が
あると考えられる。 
旧船を30余年運航してきた経験をもとに、修繕、

改善に関する長期計画を立てることで、長期予算
の確保を図り、修繕等の適時性を高め、長期的な
コスト最適化を目指すべきである。 
 

 

 

うみのこは、その性質上、湖面に浮かび波風にさらされている状態が継続するため腐

食、劣化等の予測が難しく長期計画が立てにくいが、運航管理業務の受託事業者と連携

しながら、修繕等の時期を失することのないよう維持管理を行っている。 

発電機関エンジンは整備計画により隔年実施することでコストを分散しつつ、安全を

確保している。 

船体の中間検査、定期検査の受検サイクルについて財政当局とも共有し毎年協議の上、

必要な経費を確保している。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                  所属名     幼小中教育課    
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
教育委員会事務局 
（幼小中教育課） 
 

 
（28）うみのこ事業［再委託の場合の誓約書］（意見） 

新型コロナウイルス感染防止対策学習船「うみ
のこ」改修整備事業について、委託先からは誓約
書（暴力団排除に係る）を入手していたものの、
整備事業の再委託先からは誓約書を入手していな
かった。 
委託契約の中で、「再委託を行う場合において、

これに伴う第三者の行為については、その責任は
乙が負うものとする。」とする文言を入れ、委託
先に再委託先の行為に伴う責任を追わせることと
してことから、再委託先 からの誓約書は不要な
ものとして取り扱っていた。 
暴力団関連排除が強く求められる昨今の世情か

らすると、再委託先に対する誓約書による暴力団
関係者ではない旨の宣誓を求める必要性は高いと
考えられることから、今後は本事業以外の発注業
務においても、再委託先から誓約書を入手する運
用となるよう留意 すべきであると考えられる。 
 
 

 

  

 

令和４年度のうみのこ運航管理委託契約において、再委託先からの誓約書の提出を依

頼した。今後、再委託を行う契約案件についても提出を依頼していく。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                   所属名     特別支援教育課   
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
教育委員会事務局 
（特別支援教育課） 

 

（29）施設整備事業［調達方法の検討］（意見） 
スクールバスの調達方法について、経済合理性

を考慮した検討の記録が残されておらず、不明瞭
であった。 
経済性の観点で購入するかリース契約とするか

調達方法の十分な検討を含め、取得から廃棄まで
の全費用を考慮した長期計画に基づく検討が必要
である。 

 

令和４年度に行った収支改善の取組において、令和５年度以降のスクールバスの調達

方法の検討を行い、歳出を抑制しつつ老朽化するバスの更新を計画的に行うため、当面

はリースによる調達を継続することとした。 

今後も、経済性、効率性の観点も含め、最適な調達方法について、長期的な視点に立

ち多面的に検討していく。 

  
（30）特別支援学校教育振興事業［入札業者の固定化］
（意見） 

令和２年度の特別支援学校の運行管理業務委託
の入札において、８校のうち６校が１者応札であ
り、競争性が働いていない状況である。 
競争性を高める施策の検討や、プロポーザルへ

の変更の検討などが必要である。 
 

 

契約方法の改善に向け、入札対象業者から課題等の聞き取りを行った。 

応札業者の減少は人手不足が一因になっていることから、人員確保等の準備期間に余

裕を持たせ、新規に参入しやすくなるよう、令和６年度分の契約から入札時期を早期化

することとし、令和５年度予算において債務負担行為の設定を行った。 

今後も、競争性を高め、効果的に予算を執行できるよう、契約方法の改善や仕様の見

直しなどについて検討していく。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名     保健体育課   
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
教育委員会事務局 
（保健体育課） 

 
（31）学校体育指導事業［部活動指導員の設定の検

証］（意見） 
雇用上限の210時間は十分な時間ではないこと

が原因で、別途外部指導員として指導を依頼する
などの対応が発生していると考えられるため、26
名の人数や上限時間数の210時間が十分な設定と
なっているかを確認することが望まれる。 

 

部活動指導員については、県立高等学校に９人増の３５人を配置するようにしたとこ

ろであり、部活動顧問の負担軽減状況等を確認しつつ配置に努めていく。 

 

  
（32）県立学校児童生徒定期健康診断委託事業［予
定価格の決定方法］（指摘事項） 

当事業の入札において、複数業者からの見積や
過去の契約実績を参考に決定されているが、他の
市町村の契約実績は予定価格の決定には反映され
ていない。 
また、教職員課の教職員健康診断に関する情報

共有がなされていない。予定価格を決定する際に
は、教職員課をはじめできる限り広く情報収集を
した上で適正に予定価格の決定を行われたい。 

 

 

令和４年度は、過去の契約実績に加えて、対象業務に関する競争入札参加資格者名簿

に登録されているすべての業者に参考見積を依頼したほか、県内市町や他府県の契約実

績等の情報を集めるとともに、教職員課と情報共有を行い、適正に予定価格の決定を行

った。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名     保健体育課   
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
教育委員会事務局 
（保健体育課） 

 
（33）県立学校児童生徒定期健康診断委託事業［地

域ブロック間での予定価格の相違］（指摘事項） 
 

心電図は、滋賀県を５つのブロックに分けて
各々予定単価を決めている。Ｄブロック以外は他
の４ブロックと異なる価格となっており、その理
由を確認したが実績を参考として設定したこと
以外の明確な説明はなかった。 

予定価格設定の根拠となる積算をする際には、

さらに精緻な積算となるよう、 情報収集等に努

める必要がある。 

 

令和４年度は、ブロックごとの単価差の要因の一つと考えられる地域性を考慮して５

つのブロックを再整理するとともに、多くの業者からの参考見積の徴取や県内市町の契

約実績等の情報収集に努めた。 

  
（34）県立学校児童生徒定期健康診断委託事業［教
職員課との共同による事業実施］（意見） 

 
教育委員会事務局では、これまで合わせて発注

することは検討されてこなかったが、他の地方公

共団体では併せて実施しているケースもあり、メ

リット、デメリットを整理し検討されたい。 

 

教職員課との共同による事業実施について、学校の実情等を調査することなどにより

メリット、デメリットを整理するなどした上で実施した。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                所属名     総合教育センター    
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
学校以外の教育機関 

（総合教育センター） 
 

（35）総合教育センターの運営に関する全般事項 

［目標となる指標の選定］【意見】 

総合教育センターの運営における目標指標
は、総合教育センターの運営協議会委員への質
問の回答結果の平均値が前年度を上回ることと
しているが、質問内容は抽象的なものが多く、総
合教育センターの真の実力を評価することがで
きず、長期的な成長につながらない。 
滋賀県基本構想の目標値として設定してい

る、教員の指導力を図る指標を設定するなど、目
標指標の設定を検討する必要がある。 

 

 

当センターでは、包括外部監査のご意見を踏まえ、目標となる指標として、以下の２
点を新たに選定した。 

 
① 研修受講者を対象に実施している「事業に関するアンケート」（無記名）を改訂し、

新たに、「当センターの研修が教科・保育の指導の改善につながったかをどうか」
を尋ねる質問項目と、その質問に対して否定的な回答をした受講者に具体的な理由
を尋ねる質問項目（記述式）を設定した。 

〔備考〕R４年度「事業に関するアンケート」教科・保育の指導の改善に関する新たな質問の結果 

    『総合教育センターの研修は、子どもたちが課題を立てて、その解決に向けて情報を集め、

話し合いながら整理して、発表するなどの教科指導・保育指導の改善につながったと思い

ますか』 

    実施日：2022.9月～10月 

調査対象：市町教育委員会,市教育研究所,研修受講者(保.幼.小.中.高.特の研修受講者) 

回答数：508件（４段階選択回答形式 無記名） 

肯定的回答96.5％ (①そう思う31.7％,②どちらかというとそう思う64.8％) 

 
② 運営協議会委員を対象に実施している「運営協議会委員による評価」の質問項目を

改訂し、新たに、「当センターは、校園の教科指導・保育指導の改善につながる研
修・研究事業を企画・運営しているかどうか」を尋ねる質問項目（４段階選択回答
式）を設定した。 
〔備考〕R４年度「運営協議会委員による事業評価」教科・保育の指導の改善に関する新たな質問の結果 

  『総合教育センターは、校園の教科指導・保育指導の改善につながる研修・研究事業を企画運 

営している』 

実施日：2023.3.2  

運営委員数：６名（４段階選択回答式 無記名） 

 (大いにしている４点,概ねしている３点,あまりしていない２点,全くしていない１点) 

    平均点数 3.83 

 今後は、これらの数値目標を新たな指標として、指導力の向上を図る研修・研究事業

に努めてまいりたい。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                所属名     総合教育センター    
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
学校以外の教育機関 

（総合教育センター） 
 

  

（36）総合教育センターの運営に関する全般事項 

［希望研修の受講者数］【意見】  

受講者が受講するかどうかを希望できる希望
研修について48講座を開催しているが、このう
ち25講座の受講者数が10人未満となっていた。 
受講者数が少ない理由について詳細に分析

し、今後同じ受講者数で推移しないように対策
を検討することが必要である。 
全国学力・学習状況調査の結果からも教員が

希望研修を受講すべき必要性は高いものであ
り、全国学力・学習状況調査の目標を達成するた
めにどれだけの人数を受講させるかといった計
画を策定し、当該人数を目標指標とするなどの
対応を図ることが望まれる。 

 

 

令和２年度の希望研修は集合型研修であったため、新型コロナウイルス感染症の影響

により受講者数が少なくなったことから、令和４年度はオンライン研修（オンデマンド

型研修または同時双方向型研修）を適宜実施することで、受講しやすい環境を整え、受

講者数が減少しないように対策をした。その結果、受講者数が10人未満となった研修は、

全57研修のうち6研修となり、研修の目標を達成することができた。 

全国学力・学習状況調査の目標を達成するための研修については、当センターの指定

研修の経験年数に応じたステージ研修や各校悉皆である教科指導力向上研修で計画的に

実施した。また、文部科学省が法改正を進めている新たな研修の仕組み（教員免許更新

制を廃止し、教育委員会が教員の研修履歴を記録し指導助言するもの）を踏まえながら、

関係各課と連携して研修立案・運営を進めた。さらに、受講促進について、各研修の定

員を目標指標として設定し、その達成のため研修案内やセンターＨＰ、希望研修案内チ

ラシ等で啓発に努めた結果、受講者の増加につながった。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                所属名     総合教育センター    
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
学校以外の教育機関 

（総合教育センター） 
 

  

（37）運営事業［入札業者の固定化］【意見】 

情報教育機器の賃貸借契約について平成17年
７月から同一の業者（株式会社JECC）が継続的
に契約しており、今回のリース契約（賃貸借期間
は令和２年９月1日から令和７年８月31日まで
の５年間）についても同業者の１者のみの応札
となっており、入札業者が固定化されている事
例が見受けられた。 
複数業者が入札に参加することで競争性が働

くように、現状の仕様を再度分析し、入札業者の
固定化されない施策を検討することが必要であ
る。 
 

 

 

次回の入札事務（令和６年度から令和７年度に実施）に向けて、ＩＣＴ環境の変化に

応じた研修・研究の実施に必要となる物品やシステムの在り方について調査を行うとと

もに、現状の仕様を再度分析し、専門性の高い分野について仕様を分けるなど発注単位

の分割を検討していく。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                      所属名    教育総務課   
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校全般 
／学校徴収金会計 
（教育総務課） 

 

（38）学校徴収金会計［規程類の周知徹底］（指摘事項） 

県立学校の教職員が学校徴収金に関する規程類
の存在を認識していなかった事例が散見された。
教育委員会事務局は規程類の整備・通知だけでは
なく、研修や認識テストの実施など、教職員に対
して周知徹底できる施策を検討することが必要
である。 

 

 

今回の監査指摘を踏まえ、令和３年度末に各学校に対して、学校徴収金の適切な取扱

いに係る通知を発出した。 

また、毎年度当初に校長や事務長を対象とした会議等において規程類を周知し、各学

校における教職員を対象とした研修の実施についても周知した。 

その他、「学校徴収金の取扱に関するガイドライン」に規定を設け、「学校徴収金適

正管理チェックリスト」よる各学校の自主点検を定例化して実施し、県教育委員会事務

局に報告する仕組みとした。併せて、各学校の点検結果の状況を学校にフィードバック

することで、適正な取扱いの徹底を図ってまいる。 

 

 （39）学校徴収金会計［事務の正確性・効率性のため
の規程類の整備 → 正確性の検討］（指摘事項） 

要領やガイドライン等の規程類に明示されてい
ないなど、記載内容だけでは県立学校の会計担当
者が学校徴収金会計の業務手順を正確に把握で
きない事例が見受けられた。意図とした手順等と
異なる記載内容を改める必要がある。 

 

今回の監査指摘を踏まえ、「学校徴収金取扱要領」および「学校徴収金の取扱に関す

るガイドライン」を改正し、学校徴収金の業務手順などの取扱いを明確化した。 

 （40）学校徴収金会計［事務の正確性・効率性のため
の規程類の整備 → 効率性の検討］（意見） 

現在の規定類では適正な管理のため、各会計別に預
金通帳の作成を定めているが、銀行において大量の
口座開設が断られる事例があった。ペーパーレスの
促進や、働き方改革の観点から、インターネットを
介した預金口座の開設やインターネットバンキング
の活用等による効率化の検討が必要である。 

 

今回の監査指摘を踏まえ、「学校徴収金取扱要領」および「学校徴収金の取扱に関す

るガイドライン」の改正を行い、新たにインターネットバンキングの利用についての規

定を盛り込むなど、学校徴収金事務の効率化を図った。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名   教育総務課    
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校全般 
／学校徴収金会計 
（教育総務課） 

 

（41）学校徴収金会計［事務の正確性・効率性のための
規程類の整備 → 規程間の整合性の確保］（意見） 

教育委員会事務局は学校徴収金の取扱いについて
要領やガイドラインを整備しているが、いずれか一
方のみに記載された内容があるなど、ルールの全体
を容易に把握することが困難な状況となっていた。
現場で適切な運用が図られるよう、規程類の内容を
精査し、見直すことが必要である。 

 

今回の監査指摘を踏まえ、「学校徴収金取扱要領」および「学校徴収金の取扱に関す

るガイドライン」を改正し、両規定間の整合を図り、ルールの全体を容易に把握できる

ようにした。 

 （42）学校徴収金会計［教育委員会事務局による学校
徴収金会計の積極的な把握］（指摘事項） 

教育委員会事務局は県立学校の学校徴収金につい
て、種類や金額、実際の管理状況などの実態を把握
していなかった。県立学校の学校徴収金の管理状況
を積極的に把握し、牽制効果を働かせることで、県
立学校の学校徴収金に関するずさんな管理を是正す
ることが必要である。 

 

今回の監査指摘を踏まえ、「学校徴収金の取扱に関するガイドライン」を改正し、「学

校徴収金適正管理チェックリスト」による各県立学校の自主点検を定例化し、実施結果

を県教育委員会事務局へ報告するよう運用を改めた。 

各学校の点検結果の県教育委員会への報告と、学校へのフィードバックにより、牽制

を働かせ、適正管理を図ってまいる。 

 

 （43）学校徴収金会計［公費と学校徴収金の負担区分
の明確化］（意見） 

学校徴収金ではなく公費で負担すべきと考えられる
支出が見受けられた。教育委員会事務局は県立学校
が「県立学校の管理運営・教育活動に必要な経費の
負担区分について」の内容を順守するよう、指導す
ることが必要である。 

 

今回の監査指摘を踏まえ、公費と学校徴収金の負担区分について、今後も、平成31年

３月に定めた「県立学校の管理運営・教育活動に必要な経費の負担区分について」によ

り、毎年度当初に県立学校の校長や事務長を参集する会議にて周知を図ってまいる。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                     所属名    教育総務課    
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校全般 
／学校徴収金会計 
／物品管理 
（教育総務課） 
 

（44）学校徴収金会計［学校徴収金の金額水準の見直し］
（意見） 

 学校徴収金について未払の生徒が卒業している事
例があるなど、学校徴収金を払うことができない家
庭が存在している事実が見受けられており、学校徴
収金の金額が必要最低限の水準となっているか見直
すことが必要である。また、半数以上の学校におい
て学校徴収金の年度末残高が10百万円を超える状況
であり、不正防止等の観点等から、精算手続きを年
度内に実施するなど、繰越残高を僅少とすべきであ
る。 

 

今回の監査指摘を踏まえ、「学校徴収金の取扱に関するガイドライン」の改正におい

て、学校徴収金の金額が必要最小限となるよう明記した。予算編成を適切に行うなどし

て、学校徴収金の金額水準や残高が適正規模となるよう取り組んでまいる。 

 

 

 
（45）物品管理［所在不明の物品］（意見） 

 

現物確認の対象物品72件のうち11件について、

物品管理システムに物品として登録されているも

のの現物を確認できなかった。物品は県の財産で

あり、物品管理システムに登録した物品が所在不

明であった場合、盗難等が生じた可能性は否定で

きず、適切に管理していたとは言えない状況であ

る。また、11件のうち１件は重要物品であり、重

要物品の所在が不明である点を認識できていなか

った点は極めて問題である。教育委員会事務局の

指導のもと、県立学校において適切な物品管理が

行われ、所在不明の物品が発生しないようにする

必要がある。 

 

 

県立学校における物品の管理は、これまでから滋賀県財務規則および会計管理局所管

の滋賀県物品・役務電子調達システムの物品管理サブシステム（通称：物品管理システ

ム）により行ってきたところである。 

適正な物品管理を徹底することについて、各県立学校に対し文書により指導した。ま

た、各県立学校の事務責任者が出席する会議において改めて指導した。 

さらに、令和４年度から計画的に全62校の県立学校に対する現地確認を行うこととし、
全庁的に統一された既存の物品管理のルールがさらに適切に運用されるよう、指導して
いる（令和４年度：22校、Ｒ５年度およびＲ６年度：各20校実施予定。）。 

  

- 30 -



令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                      所属名    教育総務課   
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校全般 
／物品管理 
（教育総務課） 

（46）物品管理［使用見込みのない物品の取扱い］ 

（意見） 

 

現物を確認した物品72件のうち、14件について

現在は使用されていない状態で保管されていた。

県立学校においては、客観的に使用見込みのない

と判断できる物品について、今後の使用見込みを

教員等の物品の使用者に確認有効活用を検討した

うえで、それでも使用見込みが無いと判断した物

品について、滋賀県財務規則に基づき、不用の意

思決定を行うとともに、処分手続を進める必要が

あり、教育委員会事務局は、県立学校において使

用見込みのない物品が適切に処理されるよう、指

導する必要がある。 

 

県立学校における物品の管理は、これまでから滋賀県財務規則および会計管理局所管

の滋賀県物品・役務電子調達システムの物品管理サブシステム（通称：物品管理システ

ム）により行ってきたところである。 

適正な物品管理を徹底することについて、各県立学校に対し文書により指導した。ま

た、各県立学校の事務責任者が出席する会議において改めて指導した。 

さらに、令和４年度から計画的に全62校の県立学校に対する現地確認を行うこととし、

全庁的に統一された既存の物品管理のルールがさらに適切に運用されるよう、指導して

いる（令和４年度：22校、Ｒ５年度およびＲ６年度：各20校実施予定。）。 

 
（47）物品管理［教育委員会事務局による適切な管理

方法に対する指導］（意見） 

県立学校の物品の管理について、不適切な事例

が多数見受けられたが、そもそも教育委員会事務

局の管理が不十分であったと言わざるを得ない状

況である。教育委員会事務局の主導のもと、県立

学校において物品を適切に管理する手順を示す等

により、現状のずさんな管理を改善することが必

要であり、各県立学校において既存の物品管理の

ルールが適切に運用されるよう教育委員会事務局

が指導するとともに、例えば、各県立学校で物品

管理において不備が生じないように管理するとい

ったPDCAサイクルを適切に構築することが必要で

ある。 

 

県立学校における物品の管理は、これまでから滋賀県財務規則および会計管理局所管

の滋賀県物品・役務電子調達システムの物品管理サブシステム（通称：物品管理システ

ム）により行ってきたところである。 

適正な物品管理を徹底することについて、各県立学校に対し文書により指導した。ま

た、各県立学校の事務責任者が出席する会議において改めて指導した。 

さらに、令和４年度から計画的に全62校の県立学校に対する現地確認を行うこととし、

全庁的に統一された既存の物品管理のルールがさらに適切に運用されるよう、指導して

いる（令和４年度：22校、Ｒ５年度およびＲ６年度：各20校実施予定。）。 

現地確認により得た学校現場の現況を踏まえ、滋賀県財務規則を所管する会計管理局

とも協議しながら、適正な管理体制の構築に努める。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                      所属名    教職員課   
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校全般 
／時間外労働申告

書の入力 
（教職員課） 

（48）時間外労働申告書の入力［適切な時間外労働申

告書の入力について］（指摘事項） 

時間外労働申告書へ正確な時間が入力されてい
ない、主な業務内容が入力されていない、管理職
が時間外労働申告書の正確性を検証していないケ
ースなどが見受けられた。 
教員の業務量の把握および働き方改革の一環と

して、管理職は教員の時間外労働時間を正確に把
握することが求められている。そのうえで適切な
対策を講じ、教員の業務負担の軽減・平準につな
げるとともに、教員の健康管理のための面接指導
などに活用することを目的としている。 
しかし、正確な時間外労働時間を把握できてい

ないとなるとその前提が成立しなくなる。今後、
教員への正確な入力を徹底指導するとともに、入
力が不適切な教員に対しては管理職が適宜適切に
指導する必要がある。 

 

在校等時間の把握については、令和４年４月から統合型校務支援システムを導入し、

従来の校務用端末使用時間と各人から提出された時間外労働申告書の入力時間を照合す

る手法から、ICカード（タイムカード）を用いた手法に改めた。また、システム導入に

際しては、主な業務内容の入力を必須とする仕様としている。 

在校等時間の把握は、法令上の義務であるだけでなく、業務量の管理や働き方改革の

基礎となることから、管理職にあっては、所属教職員に対し、正確な入力を指導すると

ともに、在校等時間を適切に管理するよう、改めて周知徹底した。 

今後とも、運用状況を注視しながら、入力の負担軽減と正確性向上のために、随時、

システムの改善も図っていく。 

なお、個人情報保護の観点からも、校務用端末を適切にシャットダウン等するよう、

各学校において指導を行った。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                 所属名    教職員課・各県立学校   

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校 
／時間外労働申告

書の入力 
（守山中・高等学校 
彦根翔西館高等学校 
瀬田工業高等学校 
草津東高等学校 
安曇川高等学校 
野洲養護学校） 

（58・75・89・102・117・126）時間外労働申告書の

入力［不正確な申告について］（指摘事項） 

朝の７時30分より校務用端末はログインしてい
るが時間外労働申告書には定時である８時20分か
らしか入力していないなど実態と乖離した入力と
なっていた。 
正確ではない数値の現状把握や当該数値を用い

て検討した改善施策は何ら意味を持たず、時間外
労働申告書を利用する関連業務全般が形骸化する
恐れがあると言える。各人による正確な入力がな
ければ、教育委員会事務局が掲げる「月45時間以
内（年間360時間以内）」および「月80時間を超え
る教員は０人」の数値目標を達成したとしても、
何ら現場は変わらず、形式的なものになってしま
う。 
校長および教育委員会事務局が現状の時間外労

働時間の情報を正しく把握するためにも、各人が
適切に入力する必要がある。 

 

 

（48）で講じた措置と同様 

 
（59・76・90・103・118）時間外労働申告書の入力

［主な業務内容の入力について］（指摘事項） 

時間外労働申告書の時間外在校等時間だけ入力
されており、主な業務内容が入力されていなかっ
た。もしくは不正確な業務内容が入力されていた。 
業務内容によって、時間外在校等時間を削減す

る効果的な施策は当然異なると考えられるため、
内訳に関する情報も適切に入力することが必要で
ある。各人が入力することが原則であるが、入力
がない場合には管理職も適宜指導することが求め
られる。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                 所属名    教職員課・各県立学校   

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校 
／時間外労働申告

書の入力 
（守山中・高等学校 
彦根翔西館高等学校 
瀬田工業高等学校 
草津東高等学校 
安曇川高等学校） 

（60・77・91・104・119）時間外労働申告書の入力

［校務用端末のシャットダウン等について］（指

摘事項） 

※104については意見 

 

業務終了後に適切に校務用端末のシャットダウン

または教育委員会事務局からの指示による再起動を

失念していた日が存在していた。そのため、時間外

労働申告書の時間が校務用端末使用時間を大幅に下

回っていた。 

県による校務用端末の使用時間による時間外在校

等時間の把握が正確に行えなくなる他、パスワード

が設定されているとは言え、個人情報保護の観点か

らも業務終了後は速やかに校務用端末のシャットダ

ウン等を行うことが必要である。 

 

 

（48）で講じた措置と同様 

 
（61・78・92・105・120・127）時間外労働申告書の
入力［「時間外労働申告書」と校務用端末使用時
間の集計時間の照合について］（指摘事項） 

※120については意見 
 
  管理職において、時間外労働申告書と校務用端
末使用時間の集計時間の照合を実施していなかっ
た。 

特に時間外労働申告書の時間が校務用端末使用

時間を下回っている場合には、実態と乖離した時

間数で申告されている可能性もあるため、時間外

労働申告書の妥当性検討のためにも、適切に照合

することが求められる。 

 

- 34 -



令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                 所属名    守山中学校・高等学校  
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校 
（守山中学校・高

等学校） 
 

（49）学校徴収金会計［預金通帳の作成漏れ］（指摘
事項） 

女子バスケットボール部会計および男子バドミ
ントン部会計について通帳を作成していなかっ
た。学校徴収金については会計別に預金通帳を作
成することにより、徴収した現金を適切に管理す
ることが必要である。また、学校長及び教育委員
会事務局は預金通帳を作成する必要性および規程
類の内容について周知徹底を図ることも必要であ
る。 

 

女子バスケットボール部会計および男子バドミントン部会計については、預金通帳を

作成し、現金の管理方法を改善した。 

また、令和４年４月の職員会議で、全教員に対し、通帳を作成する必要性や規程類の

内容について説明を行い、学校徴収金の適正管理の徹底を図った。 

今後は学校徴収金取扱要領および学校徴収金の取扱いに関するガイドラインに基づ

き、適正な処理に努めてまいりたい。 

 （50）学校徴収金会計［預金口座の解約］（指摘事項） 

第３学年会計（中学）について、令和２年度末
をもって対象となっている生徒は卒業しており、
学校徴収金の管理・運用は完了していたが、令和
３年10月14日時点において預金通帳の口座解約が
されていなかった。学校徴収金会計について、利
用しなくなった預金通帳は利用しなくなった時点
で解約することが必要である。 

 

第３学年会計（中学）の預金通帳は解約した。 

また、令和４年４月の職員会議で、全教員に対し、通帳の解約について説明を行い、

学校徴収金の適正管理の徹底を図った。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                 所属名    守山中学校・高等学校   

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校 
（守山中学校・高

等学校） 
 

（51）学校徴収金会計［決算書の繰越残高と預金通帳残

高の不一致］（指摘事項） 

PTA会計および後援会会計、部活動の水泳部会計を
除く 10 会計において、実際の入出金の都度、預金
口座から引き出す、または預け入れるといった行為
ができておらず、一定の手持ちの学校徴収金があっ
たことにより、決算書の繰越残高と預金通帳の残高
が一致していなかった。学校徴収金会計において、
収入・支出の際に預金口座から引き出す、または預
け入れるといった行為を徹底することで、学校徴収
金を適切に管理することが必要である。 

 

御指摘の会計については、決算書の繰越残高と現金預金の合計残高の一致を確認し

た。 

管理職の指導のもと、収入・支出の際に預金口座から引き出す、または預け入れる

といった行為の徹底を図り、決算書の繰越残高と預金通帳の残高が一致するよう取り

組んでおり、今後も、学校徴取金の適正管理に係る取組を継続する。 

 

 

 （52）学校徴収金会計［決算書の審査］（指摘事項） 

18会計について実際は決算書の審査・承認がなさ
れていないことが判明した。学校内で会計担当者が
作成した決算書を副校長または教頭および事務長が
審査し、校長が承認するといった手続きを経ること
によって、学校徴収金の適切な管理・運用が 担保さ
れることとなる。 学校徴収金について会計別に決算
書を作成し、当該決算書を学校内の適切な統制によ
り内容を確認することが必要である。 

 

令和３年度の決算から、会計担当者が作成した決算書を教頭および事務長が審査し、

校長が承認するという手続きを経ることにより、学校徴収金の適切な管理・運用の担

保を図っている。 

 （53）学校徴収金会計［会計監査］（指摘事項） 

17会計について、決算書の会計監査を受けていな
かった。 ガイドライン２．適正な会計処理の方策
（９）監査において、「監査は、責任者、 会計担当
者以外の２名以上で行うこととします。監査が終了
したら、結果を会計決算書の最後に自署・押印しま
す。監査結果は、保護者等または各団体の総会にて
報告するようにしてください。」と規定されている。
学校徴収金会計について、会計別に決算書を作成し、
学校内の審査・承認を終えた際に、会計監査の担当
者の会計監査を受けることが必要である。 

 

会計別に決算書を作成し、学校内の審査・承認を終えた後、責任者、会計担当者以

外の２名の教職員で会計監査を行い、監査結果は、PTAや後援会の総会等で、保護者等

に報告した。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                 所属名    守山中学校・高等学校  
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校 
（守山中学校・高

等学校） 
 

（54）学校徴収金会計［規程に基づかない運用］（指
摘事項） 

部活動の会計について、要領やガイドライン等
の規程類に基づいていない事例が多く見受けら
れ、必要な資料を保管できていない事例や、ガイド
ラインで定める様式に基づく決算書が作成されて
おらず、決算書以外についても出納簿の様式違い
や予算書および収入・支出伺い書の未作成などの
事例が散見された。学校徴収金会計の運用に際し
て、規程類に基づいた対応を図るとともに、作成す
る資料についても規程類の様式に基づくことが必
要である。 

 

令和４年６月に学校徴収金会計担当者を対象に研修を行い、要領やガイドライン等の

規程類に基づく適正な会計処理について周知徹底を図った。併せて、回議される書類等

を常時点検し、適正な会計処理を行っている。今後も、研修の場を通して指導を行うな

ど、適正な会計処理の浸透に努める。 

 （55）学校徴収金会計［公費と学校徴収金の負担区分
の明確化］（意見） 

学校徴収金会計の支出内容を確認したところ、
学校徴収金ではなく公費で負担すべきと考えられ
る支出が見受けられた。しかし、本来は公費で負担
すべきであれば、予算を確保できなかったことを
理由に学校徴収金会計に支出を依頼すべきではな
い。学校徴収金を公費が足りない場合の予備財源
のように取り扱う意識を改めなければならない。 

 

令和４年度は、平成31年３月29日付け教育長通知「県立学校の管理運営・教育活動に

必要な経費の負担区分について」に基づき、公費で支出すべき経費について、県予算を

確保した上で、小規模修繕を実施した。今後も県予算の確保に努める。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                 所属名    守山中学校・高等学校  
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校 
（守山中学校・高

等学校） 
 

（56）学校徴収金会計［徴収金以上の支出］（意見） 

サッカー部において、平成27年10月にユニフォ
ームを635千円で購入していたが、当時のサッカー
部会計の残高では支払うことができなかったた
め、平成27年度中に支払っておらず、平成28年５月
に翌年度に徴収した部費から支払っていた。今後
は、施設等も含めて部費で支出すべき長期的な計
画に基づき、十分な残高がない場合の支出を控え
ることが必要であり、学校徴収金会計において債
務を残すようなことは防止しなければならない。
なお、令和２年度において債務が残っていないこ
とを学校が業者に確認している。 

 

令和３年度の決算から、会計担当者が作成した決算書を教頭および事務長が審査し、

校長が承認するという手続きを取っており、翌年度に債務を残すことのないようチェッ

ク体制を強化した。今後も、管理職によるチェック機能を維持し、学校徴収金の適正な

支出に努める。 

 （57）物品管理［使用見込みのない物品の取扱い］（指
摘事項） 

有効活用を検討し、使用見込みが無い物品につ
いては不用の意思決定および処分手続を進める必
要がある。 

 

使用見込みのない物品について、教員に確認したところ、有効活用する手段が無かっ

たことから、令和４年８月に廃棄処分の手続きを行った。 

今後は、教員とともに備品の所在および使用見込みについて調査を実施することと

し、使用見込みが無く有効活用の手段も無いものにあっては、速やかに処分手続きを進

めていく。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                  所属名    彦根翔西館高等学校  
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校 
（彦根翔西館高等

学校） 
 

（62）学校徴収金会計［預金通帳の作成漏れ］（指摘
事項） 

通帳未作成の会計があるが、学校徴収金につい
ては会計別に預金通帳を作成することにより、徴
収した現金を適切に管理することが必要である。 

 

指摘を受けた会計については速やかに通帳の作成を進め、令和５年２月末に完了し

た。 

 （63）学校徴収金会計［決算書の繰越残高と預金通
帳残高の不一致］（指摘事項） 

部活動費において、決算書の繰越残高と預金通
帳の残高が一致していなかった。学校徴収金会計
においては、収入・支出の際に預金口座から引き
出す、預け入れる行為を徹底し、適切に管理する
必要がある。 

 
御指摘の会計については、決算書の繰越残高と現金預金の合計残高の一致を確認した。

今後も、収入・支出の際に預金口座から引き出す、預け入れる行為を徹底し、出納簿の

収入・支出の金額と預金通帳の入出金額が一致するよう適切に管理してまいる。 

 （64）学校徴収金会計［決算書の審査］（指摘事項） 

部活動会計のほとんどにおいて決算書の審査・
承認がなされていなかった。学校徴収金について
は会計別に決算書を作成し、当該決算書を学校内
の適切な統制により内容を確認することが必要で
ある。 

 

決算書を教頭および事務長が審査し、校長が承認する手続きを経ることにより、学校

徴収金について適切な管理・運用を図ることとした。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                  所属名    彦根翔西館高等学校   

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校 
（彦根翔西館高等

学校） 
 

（65）学校徴収金会計［会計監査］（指摘事項） 

ほとんどの会計について、決算書の会計監査を
受けていなかった。学校徴収金会計について、会
計別に決算書を作成し、学校内の審査・承認を終
えた際に、会計監査を受けることが必要である。 
 
 

 

決算書について、責任者、会計担当者以外の２名の教職員で監査を行い、監査結果は

保護者等に対して書面、またＰＴＡや後援会の総会にて報告することとした。 

 （66）学校徴収金会計［規程類に基づかない運用］
（指摘事項） 

部活動の会計について、要領やガイドライン等
の規程類に基づいていない事例が多く見受けられ
た。学校徴収金会計の運用に際しては、規程類に
基づいた対応を図るとともに、作成する資料につ
いても規程類の様式に基づくことが必要である。 
 
 

 

部活動の会計について、要領やガイドライン等の規程類に基づいて取扱い、作成する

資料についても規程類の様式に基づくこととした。 

 （67）学校徴収金会計［学校徴収金のマイナス残高］
（意見） 

適切な執行計画の策定のため予算書を作成し、
当該予算に基づき支出することでマイナス残高と
なるような運用を改善することが望まれる。 
 
 

 

単年度で赤字決算とならないよう、ガイドラインに基づく予算書の作成を会計担当者

に周知徹底し、適正管理の運用を行っていくこととした。 

 
（68）学校徴収金会計［学校徴収金の教員負担］（意
見） 

部会計について、部費を支払わなかった生徒が
いたため、顧問の教員が部費を肩代わりする事例
が見受けられた。部費については生徒からの未回
収がなく、教員が肩代わりする必要の無い仕組み
を学校全体で検討し、構築することが望まれる。 
 
 

 

顧問の教員が部費を肩代わりすることのないよう周知徹底し、適正管理を行っていく

こととした。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                   所属名    彦根翔西館高等学校  
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校 
（彦根翔西館高等

学校） 
 

（69）学校徴収金会計［公費と学校徴収金の負担区

分の明確化］（意見） 

「県立学校の管理運営・教育活動に必要な経費
の負担区分について」の内容を順守することが必
要である。 

 

「県立学校の管理運営・教育活動に必要な経費の負担区分について」の内容を遵守し

てまいる。 

 （70）学校徴収金会計［ロッカー会計］（指摘事項） 

ロッカーの使用料について、必要がない等の結
論が出た場合は徴収を止めることが必要である。 

 

監査指摘を受けて検討を行い、ロッカーの使用料については、令和４年度をもって徴

収を取りやめることとした。 

 （71）学校徴収金会計［学校徴収金の金額水準の見
直し］（意見） 

不正防止の観点から学校徴収金の年度末の残高
は限りなくゼロとすることが望ましい。 

 

不正防止の観点から規程類を遵守し、年度末残高が最小限となるよう努めてまいる。 

 
（72）学校徴収金会計［同窓会会計の取扱い］（意
見） 

明らかに教職員が管理する必要の無い学校徴収
金会計であるため、同窓会に返還することが望ま
しい。 

 

明らかに教職員が管理する必要のない学校徴収金会計については各団体に返還するよ

う、調整を図ってまいる。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                  所属名    彦根翔西館高等学校  
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校 
（彦根翔西館高等

学校） 
 

（73）物品管理［使用見込みのない物品の取扱い］

（指摘事項） 

有効活用を検討し、使用見込みが無い物品につ
いては不用の意思決定および処分手続を進める必
要がある。 

 

使用見込みのない物品について、教員に確認したところ、有効活用する手段が無

かったことから、令和５年３月に廃棄処分を行った。 

今後は、教員とともに備品の所在および使用見込みについて調査を実施すること

とし、使用見込みが無く有効活用の手段も無いものにあっては、速やかに処分手続

きを進めていく。 

 （74）物品管理［物品管理システムの一式登録］（意
見） 

物品を複数購入した場合、有機的に機能する最
小単位を一式として登録し、別々に機能する物品
が複数あるのであればそれぞれで登録することが
望まれる。 

 

複数の物品が一体として有機的に機能するような場合には一式として登録し、別々に

機能する物品については別々に登録を行うこととした。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                   所属名    瀬田工業高等学校   

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校 
（瀬田工業高等学

校） 
 

（79）学校徴収金会計［預金通帳の作成漏れ］（指摘
事項） 

８会計について通帳を作成していなかった。預
金通帳を作成していなかった学校徴収金会計は、
県の規則や通知等に反しているほか、徴収した現
金を執務机の引き出しに保管するといった不適切
な管理となっていたため、早急に是正することが
重要である。学校徴収金については会計別に預金
通帳を作成することにより、徴収した現金を適切
に管理することが必要である。 

 

指摘のあった会計については、全て金融機関に口座を開設し、徴収した現金の適正な

管理を行っている。 

 
（80）学校徴収金会計[決算書の審査]（指摘事項） 

決算の審査・承認がされていない会計が見られ
た。会計別に決算書を作成し、当該決算書を学校
内の適切な統制により内容を確認することが必要
である。 

 

指摘のあった会計については、全て会計別に決算書を作成して審査・承認を受け、適

正な管理を行っている。 

 
（81）学校徴収金会計[会計監査]（指摘事項） 

決算書の会計監査を受けていない会計が見られ
た。会計別に決算書を作成し、学校内の審査・承
認を終えた際に、会計監査の担当者の会計監査を
受けることが必要である。 

 

指摘のあった会計については、全て会計別に決算書を作成し、学校内の審査・承認を

終えた際に会計監査を受けることとし、適正な管理を行っている。 

 （82）学校徴収金会計[規程類に基づかない運用]（指
摘事項） 

必要な資料を保管できていない事例や、ガイド
ラインで定める様式が使用されていないなど、要
領やガイドライン等の規程類に基づいていない事
例が見受けられた。規程類に基づいた対応を図る
とともに、作成する資料についても規程類の様式
に基づくことが必要である。 

 

部活動の会計について、要領やガイドライン等の規程類に基づいて取扱い、作成する

資料についても規程類の様式に基づくこととした。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                    所属名    瀬田工業高等学校  
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校 
（瀬田工業高等学

校） 
 

（83）学校徴収金会計[公費と学校徴収金の負担区分の
明確化]（意見） 

学校徴収金ではなく公費で負担すべきと考えら
れる支出が見受けられた。規程の内容を順守する
ことが必要である。 

 

公費と学校徴収金の負担区分について、平成31年３月29日付け教育長通知「県立学校

の管理運営・教育活動に必要な経費の負担区分について」の内容を遵守してまいる。 

 （84）学校徴収金会計[学校徴収金のマイナス残高]（意
見） 

サッカー部会計について、令和２年度の残高が
マイナスとなっていた。マイナス相当の金額を部
活動の顧問が立て替えていることになるが、学校
徴収金会計において立て替えは規程等で認められ
るものではない。適切な執行計画の策定のため予
算書を作成し、当該予算に基づき支出することで
マイナス残高となるような運用を改善することが
望まれる。 

 

予算書作成など適切な予算管理について、サッカー部を含む全ての学校徴収金会計担

当者に周知徹底した。 

 （85）学校徴収金会計[同窓会会計の取扱い]（意見） 

学校の運営上必要ではない同窓会に関する学校
徴収金会計を教職員が管理していた。教職員が管
理すべきではないため、同窓会に返還することが
望まれる。 

 

同窓会の会計については同窓会に返還した。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                    所属名    瀬田工業高等学校  
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校 
（瀬田工業高等学

校） 
 

（86）物品管理[所在不明の物品]（指摘事項） 

物品管理システムに物品として登録されている
ものの現物を確認できなかった。物品の実在性に
ついて再度調査し、なおも所在不明の物品につい
て処分手続きを進める必要がある。 

 

所在不明の物品について、再調査を実施したところ、過去に処分されていたことが確

認できたことから、令和３年11月に処分手続きを完了し、顛末を教育委員会事務局に報

告した。 

 （87）物品管理[使用見込みのない物品の取扱い]（指
摘事項） 

有効活用を検討し、使用見込みが無い物品につ
いては不用の意思決定および処分手続を進める必
要がある。 

 

使用見込みのない物品について、教員に確認したところ、有効活用する手段が無かっ

たことから、令和４年４月に廃棄処分の手続きを行った。 

今後は、教員とともに備品の所在および使用見込みについて調査を実施することとし、

使用見込みが無く有効活用の手段も無いものにあっては、速やかに処分手続きを進めて

いく。 

 （88）物品管理[備品標示票の貼付]（指摘事項） 

備品標示票（シール）が貼付されていなかった。
備品標示票を貼付するとともに、剥がれて記載内
容が読めなくなったような場合は適宜張り替える
必要がある。 

 

経年劣化に伴い備品本体から剥離した備品表示票について、貼替を行った。また、実

習授業等、当該物品を日常的に使用する教職員の申出に基づき随時再発行する等、適正

管理に努めていく。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                    所属名    草津東高等学校  
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校 
（草津東高等学校） 

 

（93）学校徴収金会計[預金通帳の作成漏れ]（指摘事項） 

部費を徴収していた部活動のうち６会計につい
て通帳を作成していなかった。預金通帳を作成し
ていなかった学校徴収金会計は、県の規則や通知
等に反しているほか、徴収した現金を執務机の引
き出しに保管するといった不適切な管理となって
いたため、早急に是正することが重要である。学校
徴収金については会計別に預金通帳を作成するこ
とにより、徴収した現金を適切に管理することが
必要である。 

 

部活動の通帳については、令和３年10月までに通帳作成を終えている。 

現金の学校保管については原則廃止した。 

今後は学校徴収金取扱要領および学校徴収金の取扱いに関するガイドラインに基づ

き、適正な処理に努めてまいりたい。 

 （94）学校徴収金会計[決算書の繰越残高と預金通帳残
高の不一致]（指摘事項） 

入出金の都度、預金口座から引き出す、または預
け入れるといった行為ができておらず、一定の手
持ちの学校徴収金がある結果、会計年度末におけ
る決算書の繰越残高と預金通帳の残高が不一致と
なっている会計があった。収入・支出の際に預金口
座から引き出す、または預け入れるといった行為
を徹底することで、学校徴収金を適切に管理する
ことが必要である。 

 

御指摘の会計については、決算書の繰越残高と現金預金の合計残高の一致を確認し

た。今後も、入出金の都度、預金口座から引き出す、または預け入れることを徹底し、

預金口座における管理を徹底してまいる。 

また、決算時点での会計書類と銀行残高の整合性を確認するように指導していく。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                    所属名    草津東高等学校  
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校 
（草津東高等学校） 

 

（95）学校徴収金会計[決算書の審査]（指摘事項） 

決算の審査・承認がされていない会計が見られ
た。会計別に決算書を作成し、当該決算書を学校
内の適切な統制により内容を確認することが必要
である。 

 

決算書を教頭および事務長が審査し、校長が承認するという手続きを確実に経ること

により、学校徴収金について適切な管理・運用を図ることを徹底した。 

 （96）学校徴収金会計[会計監査]（指摘事項） 

決算書の会計監査を受けていない会計が見られ
た。会計別に決算書を作成し、学校内の審査・承
認を終えた際に、会計監査の担当者の会計監査を
受けることが必要である。 

 

決算書について、責任者、会計担当者以外の２名の教職員で監査を行い、監査結果は

保護者等に対して書面、またPTAや後援会の総会にて報告することとした。 

 （97）学校徴収金会計[規程類に基づかない運用]（指
摘事項） 

必要な資料を保管できていない事例や、ガイド
ラインで定める様式が使用されていないなど、要
領やガイドライン等の規程類に基づいていない事
例が見受けられた。規程類に基づいた対応を図る
とともに、作成する資料についても規程類の様式
に基づくことが必要である。 

 

部活動の会計について、要領やガイドライン等の規程類に基づいて取扱い、作成する

資料についても規程類の様式に基づくこととした。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                    所属名    草津東高等学校   

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校 
（草津東高等学校） 

 

（98）学校徴収金会計[学校徴収金のマイナス残高]
（意見） 

軽音楽部会計について、令和２年度の残高がマ
イナスとなっていた。マイナス相当の金額を部活
動の顧問が立て替えていることになるが、学校徴
収金会計において立て替えは規程等で認められる
ものではない。適切な執行計画の策定のため予算
書を作成し、当該予算に基づき支出することでマ
イナス残高となるような運用を改善することが望
まれる。 

 

適切な執行計画に基づき、予算または収入の範囲内で部活動の運営を行ってまいる。 

 （99）学校徴収金会計[公費と学校徴収金の負担区分
の明確化]（意見） 

学校徴収金ではなく公費で負担すべきと考えら
れる支出が見受けられた。規程の内容を順守する
ことが必要である。 

 

規程を遵守した取扱いを行い、疑義が生じやすいものについては、支出時に私費負担

の根拠（類型）を明示した。 

 （100）学校徴収金会計[同窓会会計の取扱い]（意見） 

学校の運営上必要ではない同窓会に関する学校
徴収金会計を教職員が管理していた。教職員が管
理すべきではないため、同窓会に返還することが
望まれる。 

 

同窓会会計については教職員が管理すべきではないため、同窓会による会計運用を依

頼した。 

 （101）物品管理 [所在不明の物品] （指摘事項） 

物品管理システムに物品として登録されている
ものの現物を確認できなかった。物品の実在性に
ついて再度調査し、なおも所在不明の物品につい
て処分手続きを進める必要がある。 

 

所在不明の物品について、再調査を実施したところ、過去に処分されていたことが確

認できたことから、令和３年10月に処分手続きを完了し、顛末を教育委員会事務局に報

告した。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                    所属名    安曇川高等学校  
 

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校 
（安曇川高等学校） 

 

（106）学校徴収金会計[決算書の審査]（指摘事項） 

４会計について、決算書の審査・承認がなされ
ていなかった。会計別に決算書を作成し、当該決
算書を学校内の適切な統制により内容を確認する
ことが必要である。 

 

決算書の審査・承認ができていなかった４会計においても会計別に決算書を作成し、

教頭および事務長の審査を経て校長が承認することとした。 

 （107）学校徴収金会計[会計監査]（指摘事項） 

12会計について、決算書の会計監査を受けてい
なかった。会計別に決算書を作成し、学校内の審
査・承認を終えた際に、会計監査の担当者の会計
監査を受けることが必要である。 

 

決算書の会計監査を受けていなかった12会計においても、会計別に決算書を作成し、

教頭および事務長の審査、校長の承認を経て会計監査を受けることとした。 

 （108）学校徴収金会計[規程類に基づかない運用]（指
摘事項） 

必要な資料を保管できていない事例や、ガイド
ラインで定める様式が使用されていないなど、要
領やガイドライン等の規程類に基づいていない事
例が見受けられた。規程類に基づいた対応を図る
とともに、作成する資料についても規程類の様式
に基づくことが必要である。 

 

ガイドライン等の規程類に基づいた様式を使用しない会計においても、規程類に基づ

く様式に改めた。 
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令和３年度包括外部監査の結果および意見に対するその後の措置状況について 

 
                                                                                                                    所属名    安曇川高等学校   

  項     目        結 果 報 告 お よ び 意 見 左 記 に 対 す る そ の 後 の 措 置 状 況 
県立学校 
（安曇川高等学校） 

 

（109）学校徴収金会計[公費と学校徴収金の負担区分

の明確化]（意見） 

学校徴収金ではなく公費で負担すべきと考えら
れる支出が見受けられた。規程の内容を順守する
ことが必要である。 

 

「県立学校の管理運営・教育活動に必要な経費の負担区分について」の内容を順守し

て執行してまいる。 

 （110）学校徴収金会計[会計監査の実施時期]（意見） 

決算書の決裁前に会計監査を受けた事例があっ
た。決算書が完成してから会計監査を受ける必要
がある点について周知徹底を図ることが望まれ
る。 

 

決算書の審査および承認決裁の後に会計監査を受けるよう改めた。 

 （111）学校徴収金会計[滞納管理]（意見） 

学校徴収金未払いの生徒が卒業し、現在も未納
となっている事例が見られた。未回収となった場
合は本来の受益者以外の負担とならざるをえず、
適切に支払っている生徒との公平性を害すること
になる。学校徴収金について、未納となることを
解消するための手立てを検討することが望まれ
る。 

 

学校徴収金の納付が遅れている者に対し、早期に納付計画等を相談する等、引き続き

滞納管理に努めてまいる。 

 （112）学校徴収金会計[徴収金以上の支出] （意見） 

野球部会計で、過去に室内練習場の修理を行っ
た際に、代金を当時の残高で支払うことができず、
顧問が自身の判断で立て替えたうえで、翌年度以
降の部費から支払っており、現在も債務が残って
いた。今後は適正な執行手順を踏むとともに、長
期的な計画に基づいて支出を行い、教員による立
替払いは防止する必要がある。 

 

学校預かり金の執行の際には、校長の決裁と事務長の審査を行うことについて周知徹

底を図り、適正な執行手順を踏むこととした。 

また、部活動の会計で整備する施設にあっては、長期的な計画を立てて執行すること

とし、会計の残額を超える支出をしないようにする。 
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県立学校 
（安曇川高等学校） 

 

（113）学校徴収金会計[同窓会（訪藤会）会計の取扱

い]（意見） 

同窓会の会計は教職員が管理すべきでないた
め、同窓会に返還することが望まれる。 

 

同窓会会計を同窓会に返還することについて同窓会会長の承諾を得られ、同窓会長に

会計の管理及び事務処理を行う会員の人選にあたってもらうこととした。 

 （114）物品管理[所在不明の物品]（指摘事項） 

物品管理システムに物品として登録されている
ものの現物を確認できなかった。物品の実在性に
ついて再度調査し、なおも所在不明の物品につい
て処分手続きを進める必要がある。 

 

所在不明の物品について、教員とともに再調査を実施したが所在不明であったため、

令和３年11月に処分手続きを完了し、顛末を教育委員会事務局に報告した。 

 （115）物品管理[使用見込みのない物品の取扱い]
（指摘事項） 

有効活用を検討し、使用見込みが無い物品につ
いては不用の意思決定および処分手続を進める必
要がある。 

 

使用見込みのない物品について、教員に確認したところ、有効活用する手段が無かっ

たことから、令和４年11月に廃棄処分の手続きを行った。 

今後は、教員とともに備品の所在および使用見込みについて調査を実施することとし、

使用見込みが無く有効活用の手段も無いものにあっては、速やかに処分手続きを進めて

いく。 

 （116）物品管理 [物品管理システムの一式登録] 
（意見） 

同じ物品を複数購入した場合、有機的に機能す
る最小単位を一式として登録し、別々に機能する
物品が複数ある場合はそれぞれで登録することが
望まれる。 

 

今後は、複数の物品が一体として有機的に機能するような場合には一式として登録し、

別々に機能する物品については別々に登録を行うこととする。 
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県立学校 
（野洲養護学校） 

 

（121）学校徴収金会計［会計監査の実施主体］（指摘

事項） 

学校徴収金会計の決算書について、会計監査を
全件実施していたが、実施主体が校長または事務
長となっていた。監査は決算書の作成主体とは別
の第三者が実施することで、決算書の適正性を客
観的に確認する必要があり、適切な実施主体を選
定するとともに、会計監査を適切に受けることが
必要である。 

 

令和４年度からは、ＰＴＡ役員の中から選出した２名を会計監事として、決算書の作

成主体とは別の第三者による監査が実施されるよう体制を改めており、決算書の適正性

について客観的に確認できるようにしている。 

 （122）学校徴収金会計［公費と学校徴収金の負担区
分の明瞭化］（意見） 

学校徴収金ではなく公費で負担すべきと考えら
れる支出が見受けられた。規程の内容を順守する
ことが必要である。 

 

規程に基づき、学校徴収金と公費で負担すべき支出を適正に区分し、執行してまいる。 

 （123）物品管理［所在不明の物品］（指摘事項） 

物品管理システムに物品として登録されている
ものの現物を確認できなかった。物品の実在性に
ついて再度調査し、なおも所在不明の物品につい
て処分手続きを進める必要がある。 

 

所在不明の物品について再調査を行ったところ、平成20年の学校の移転新築時に廃棄

処分されていた可能性が高いと考えられることから、令和４年12月に処分手続きを完了

し、顛末を教育委員会事務局に報告した。 

 （124）物品管理［物品管理システムの登録内容］（指
摘事項） 

リース契約満了により無償で取得した「大型改
造バス（車いす席付）」の取得金額が０円となっ
ていたり、別の「大型改造バス」ではナンバープ
レートの番号が漏れていたことから、物品管理シ
ステムへの登録の際に、物品の適切な情報を入力
する必要がある。 

 

リース契約満了により無償で取得した「大型改造バス（車いす席付）」について、取

得時点の評価額を算定し、令和４年６月に物品登録の変更を行った。 

別の「大型改造バス」のナンバープレートの番号についても、令和４年４月に番号を

入れ物品登録の変更を行った。 
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（125）物品管理［ICT機器の管理］（意見） 

令和３年３月に取得されたiPad270台のうち約
85％が未使用の状態であった。教育委員会とし
て、ICT機器の活用方法の確立が望まれる。 

 

未使用のiPadについては、令和４年度に校内のICT活用委員会で使用方法についての

実践を蓄積し、有効的な活用に努めている。子どもの実態により一人一台の使用が困難

な場面もあるが、おおむねどのクラスにおいても活用している状況である。一人一台の

使用が困難なクラスのiPadは、購入をしていない高等部の２年生、３年生が利用し、有

効に活用している状況である。また、卒業式においては、小児保健医療センターに入院

中の子どものため、守山養護学校とリモート接続し、その場で参加している雰囲気を感

じながら卒業式に参加することができるよう取り組みの工夫も増えてきた。 

 
（128）寄宿舎［寄宿舎指導員数について］（意見） 

令和３年度の野洲養護学校において、寄宿舎を
利用している生徒１名に対して、寄宿舎指導員が
８名配置されており、職員が過剰に配置されてい
る印象を得た。 
法令等を参考にしての配置を行った結果であ

り、県の基準として８名の寄宿舎指導員を最低限
配置するとのことであったが、寄宿舎を利用して
いる生徒は、特別支援学校に日中は通学しており、
寄宿舎にいないことから、８名の寄宿舎指導員に
業務が発生しない場合も多々あるものと考えら
れ、往査した際にも８名の寄宿舎指導員は忙しく
は無いように見受けられた。８名の寄宿舎指導員
について実施している業務内容を確認することに
より、業務が発生しない時間については特別支援
学校の業務を手伝うなどにより、学校事務や教員
の超過労働時間を削減し、効率化を図ることが望
まれる。 

 

現在、寄宿舎指導員は、寄宿舎における生徒の日常生活上の世話および生活指導に加

え、①生徒の昼食時の給食配膳、食事介助、後片付け②昼休み時間帯における児童生徒

の見守り③学習時間における児童生徒の介助、見守りなどに従事している。引き続き、

業務の実状、実態を踏まえて、学校全体の業務が円滑に進むよう検討していきたい。 
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